
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

北九州都市計画地区計画の変更(北九州市決定) 

都市計画舞ケ丘地区地区計画を次のように変更する 

名   称  舞ケ丘地区地区計画 

位   置 
北九州市小倉南区舞ケ丘一丁目、舞ケ丘二丁目、舞ケ丘三丁目、舞ケ丘四丁目、 

舞ケ丘五丁目、舞ケ丘六丁目及び大字横代地内 

面   積  約５５.６ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

地区計画の目標 

当地区は、北九州市の都心小倉地区の南東約 ６.５㎞に位置し、緩やかな丘陵地に

ある。地区の北には北九州国定公園の足立山、南には貫山が望め、また、地区の北東

 ０.５㎞には、広域交通網の結節点である九州自動車道の小倉東インターチェンジが

位置するなど、良好な環境と優れた交通利便性をあわせもつ大規模開発団地である。

当地区では、低層戸建住宅と工場、事務所等の産業施設が計画的に整備され、整然

としたまち並みが形成されつつあることから、居住環境と産業環境とが調和し、かつ、

緑豊かでうるおいのある快適な市街地環境の形成及び保全を図ることを目標とする。

土地利用の方針 

地区を３区分し、土地利用の方針を次のように定める。 

住 宅 地 区： 低層戸建住宅を主体とした閑静な落ち着きのある住宅地としての

土地利用を図る。 

産業施設地区： 隣接する住宅地の環境を保護しつつ、周辺環境を悪化させるおそ

れのない工場などの産業施設が立地する地区としての土地利用を図

る。 

利便福祉施設地区：  隣接する住宅地の機能を補完する商業施設、医療施設、福祉施設

及びサービス施設などを誘導し、生活利便性を向上させる土地利用

を図る。 

建築物等の整備

の方針 

 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、次に掲げる規制を行う。なお、建築

物については「北九州都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即した

適切な規模とする。 

住 宅 地 区：  低層戸建住宅地として良好な居住環境の形成を図るため、建築物

等の用途、敷地規模、高さ、壁面の位置など必要な制限を行う。 

産業施設地区：  用途の混在を防止し、当地区にふさわしい工場環境の形成及び保

全を図るため、建築物等の用途、敷地規模、壁面の位置など必要な

制限を行う。 

利便福祉施設地区：  住民の日常生活を補完する生活利便施設、福祉施設の立地を図る

ため、建築物の用途、敷地規模、高さなど必要な制限を行う。 

地
区
整
備
計
画

地区の 

区 分 

地区の名称 住 宅 地 区       産業施設地区 利便福祉施設地区 

地区の面積 約３３.３ ha 約２０.５ ha 約１.８ ha 

建築物等の

用途の制限

 建築できる建築物は、次

に掲げるものとする。 

1 住宅（長屋を除く。次

号において同じ。） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

1 住宅 

2 共同住宅 

 建築できる建築物は、次

に掲げるものとする。 

1 寄宿舎（老人福祉法（

昭和３８年法律１３３号）



地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の

用途の制限

2 住宅で事務所、店舗そ

の他これらに類するもの

のうち、延べ面積の２分

の１以上を居住の用に供

し、かつ、次の各号の一

に掲げる用途を兼ねるも

の（これらの用途に供す

る部分の床面積の合計が

５０㎡を超えるものを除

く。） 

(1) 事務所（汚物運搬用

自動車等で駐車施設を

同一敷地内に設けて業

務を運営するものを除

く。） 

(2) 日用品の販売を主た

る目的とする店舗又は

食堂若しくは喫茶店 

(3) 理髪店、美容院、ク

リーニング取次店、質

屋、貸衣装屋、貸本屋

その他これらに類する

サービス業を営む店舗 

(4) 洋服店、畳屋、建具

屋、自転車店、家庭電

気器具店その他これら

に類するサービス業を

営む店舗（原動機を使

用する場合にあっては

、その出力の合計が 

０.７５ｋＷ以下のも

のに限る。） 

(5) 自家販売のために食

品製造業（食品加工業

を含む）を営むパン屋

、米屋、豆腐屋、菓子

屋その他これらに類す

るもの（原動機を使用

する場合にあっては、

その出力の合計が０.

７５ｋＷ以下のものに

限る。） 

3 住宅で事務所、店舗そ

の他これらに類する用途

を兼ねるもの 

4 店舗、飲食店その他こ

れらに類する用途に供す

るもの 

5 学校（大学、高等専門

学校、専修学校及び各種

学校を除く。）、図書館

その他これらに類するも

の 

6 神社、寺院、教会その

他これらに類するもの 

7 老人ホーム、保育所、

身体障害者福祉ホームそ

の他これらに類するもの 

8 公衆浴場  

9 診療所 

10 病院 

11 老人福祉センター、児

童厚生施設その他これら

に類するもの 

12 自動車教習所 

13 畜舎 

14 マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場

その他これらに類するも

の 

15 カラオケボックスその

他これらに類するもの 

16 劇場、映画館、演芸場

又は観覧場 

17 キャバレー、料理店、

ナイトクラブ、ダンスホ

ールその他これらに類す

るもの 

18 自動車修理工場 

19 倉庫業を営む倉庫 

第５条の２第６項に規定

する認知症対応型老人共

同生活援助事業又は障害

者自立支援法（平成１７

年法律第１２３号）第５

条第１１項に規定する共

同生活介護若しくは同条

第１７項に規定する共同

生活援助の用に供するも

の） 

2 共同住宅 

3 店舗、飲食店その他こ

れらに類する用途に供す

るものでその用途に供す

る部分の床面積の合計が

１，５００㎡以内のもの

の用途に供するものを除

く。） 

4 事務所でその用途に供

する部分の床面積の合計

が１，５００㎡以内のも

の（３階以上の部分をそ

の用途に供するものを除

く。） 

5  診療所（住宅の用途を

兼ねるものを含む。） 

6 病院 

7 児童福祉施設等 

8 巡査派出所、公衆電話

所その他これらに類する

公益上必要な建築物 

9 前各号の建築物に付属

するもの。ただし、自動

車車庫にあっては、当該

自動車車庫の床面積の合

計に同一敷地内にある建

築物に付属する自動車車

庫の用途に供する工作物

の築造面積（当該築造面

積が３００㎡以下である

場合には、その値を減じ

た値）を加えた値が 

議題第２６３号 
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建築物等の

用途の制限

(6) 学習塾、華道教室、

囲碁教室その他これら

に類する施設 

(7)  美術品又は工芸品を

制作するためのアトリ

エ又は工房（原動機を

使用する場合にあって

は、その出力の合計が 

０.７５ｋＷ以下のも

のに限る。） 

3 地区集会所又は診療所 

4 巡査派出所、公衆電話

所その他これらに類する

建築基準法第１３０条の

４で定める公益上必要な

建築物 

5  前各項の建築物に附す

るもの 

３，０００㎡（同一敷地

内にある建築物（自動車

車庫の用途に供する部分

を除く。）の延べ面積の

合計が３，０００㎡以下

の場合においては、当該

延べ面積の合計）を超え

るもの及び３階以上の部

分にあるものを除く。 

10 自動車車庫で床面積の

合計が３００㎡以内のも

の（３階以上の部分をそ

の用途に供するものを除

く。） 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

１８０㎡。ただし、地区

集会所又は巡査派出所、公

衆電話所その他これらに類

する公益上必要な建築物に

ついては、この限りでない

。 

８００㎡ 

１８０㎡。ただし、巡査

派出所、公衆電話所その他

これらに類する公益上必要

な建築物については、この

限りでない。 

壁面の位置

の制限    
― 

建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から計画図に

示す道路境界線又は都市公

園の境界線までの距離は、

１０ｍ以上とする。ただし

、次に掲げる建築物につい

ては、この限りでない。 

 1 自動車車庫又は自転車

駐車場 

 2 工場等に付属する守衛

室等で管理又は保安のた

めの用途に供する施設 

建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から敷地境界

線までの距離は、１ｍ以上

とする。 



「区域、地区の区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理 由 

        都市計画法第２１条の２による都市計画の変更の提案を受け、土地利用を「生活利便施設」

に加えて「福祉施設」を誘導するものに変更し、隣接する良好な住宅地や産業施設との調和、

環境保全を図りながら、地域住民の生活利便性の向上を図るもの。 

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の

高さの最高

限度      

１０ｍ。ただし、軒の高

さは、７ｍ以下とする。 
― １５ｍ 

建築物等の

形態又は意

匠の制限  

 建築物の外壁又はこれに

代わる柱及び屋根の色は、

地区の環境に調和した落ち

着いたものとする。 

1 広告物又は看板類の表示は、自己の用に供するもの

に限るとともに、周辺の美観及び風致を損なわないも

のとする。 

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱及び屋根の色は、

周辺環境に調和したものとする。 

垣又はさく

の構造の制

限 

1 道路に面する側に設け

る場合は、次に掲げるも

のとする。 

(1) 生け垣 

(2) 透視可能なネットフ

ェンス等 

2 垣又はさくの高さは、

敷地地盤面から１ｍ以下

とする。ただし、１ｍを

 超える部分が生垣若し

くはネットフェンス等で

通風を十分に考慮したも

の又は門柱及び意匠上こ

れに付属する部分につい

ては、この限りでない。

3 門扉等は、開閉時に道

路に出ない構造とする。

1 道路に面する側に設ける場合は、次に掲げるものと

する。 

(1) 生け垣 

(2) 透視可能なネットフェンス等 

2 門扉等は、開閉時に道路に出ない構造とする。 

議題第２６３号 
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北九州都市計画地区計画の変更(北九州市決定) 

都市計画舞ケ丘地区地区計画を次のように変更する 

名   称  舞ケ丘地区地区計画 

位   置 
北九州市小倉南区舞ケ丘一丁目、舞ケ丘二丁目、舞ケ丘三丁目、舞ケ丘四丁目、 

舞ケ丘五丁目、舞ケ丘六丁目及び大字横代地内 

面   積  約５５.６ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

地区計画の目標 

当地区は、北九州市の都心小倉地区の南東約 ６.５㎞に位置し、緩やかな丘陵地に

ある。地区の北には北九州国定公園の足立山、南には貫山が望め、また、地区の北東

 ０.５㎞には、広域交通網の結節点である九州自動車道の小倉東インターチェンジが

位置するなど、良好な環境と優れた交通利便性をあわせもつ大規模開発団地である。

当地区では、低層戸建住宅と工場、事務所等の産業施設が計画的に整備され、整然

としたまち並みが形成されつつあることから、居住環境と産業環境とが調和し、かつ、

緑豊かでうるおいのある快適な市街地環境の形成及び保全を図ることを目標とする。

土地利用の方針 

地区を３区分し、土地利用の方針を次のように定める。 

住 宅 地 区： 低層戸建住宅を主体とした閑静な落ち着きのある住宅地としての

土地利用を図る。 

産業施設地区： 隣接する住宅地の環境を保護しつつ、周辺環境を悪化させるおそ

れのない工場などの産業施設が立地する地区としての土地利用を図

る。 

利便福祉施設地区：  隣接する住宅地の機能を補完する商業施設、医療施設、福祉施設

及びサービス施設などを誘導し、生活利便性を向上させる土地利用

を図る。 

建築物等の整備

の方針 

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、次に掲げる規制を行う。なお、建築

物については「北九州都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即した

適切な規模とする。

住 宅 地 区：  低層戸建住宅地として良好な居住環境の形成を図るため、建築物

等の用途、敷地規模、高さ、壁面の位置など必要な制限を行う。 

産業施設地区：  用途の混在を防止し、当地区にふさわしい工場環境の形成及び保

全を図るため、建築物等の用途、敷地規模、壁面の位置など必要な

制限を行う。 

利便福祉施設地区：  住民の日常生活を補完する生活利便施設、福祉施設の立地を図る

ため、建築物の用途、敷地規模、高さなど必要な制限を行う。 

地
区
整
備
計
画

地区の 

区 分 

地区の名称 住 宅 地 区       産業施設地区 利便福祉施設地区 

地区の面積 約３３.３ ha 約２０.５ ha 約１.８ ha 

建築物等の

用途の制限

 建築できる建築物は、次

に掲げるものとする。 

1 住宅（長屋を除く。次

号において同じ。） 

 次に掲げる建築物は、建

築してはならない。 

1 住宅 

2 共同住宅 

 建築できる建築物は、次

に掲げるものとする。 

1 寄宿舎（老人福祉法（

昭和３８年法律１３３号）



地
区
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備
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建築物等の

用途の制限

2 住宅で事務所、店舗そ

の他これらに類するもの

のうち、延べ面積の２分

の１以上を居住の用に供

し、かつ、次の各号の一

に掲げる用途を兼ねるも

の（これらの用途に供す

る部分の床面積の合計が

５０㎡を超えるものを除

く。） 

(1) 事務所（汚物運搬用

自動車等で駐車施設を

同一敷地内に設けて業

務を運営するものを除

く。） 

(2) 日用品の販売を主た

る目的とする店舗又は

食堂若しくは喫茶店 

(3) 理髪店、美容院、ク

リーニング取次店、質

屋、貸衣装屋、貸本屋

その他これらに類する

サービス業を営む店舗 

(4) 洋服店、畳屋、建具

屋、自転車店、家庭電

気器具店その他これら

に類するサービス業を

営む店舗（原動機を使

用する場合にあっては

、その出力の合計が 

０.７５ｋＷ以下のも

のに限る。） 

(5) 自家販売のために食

品製造業（食品加工業

を含む）を営むパン屋

、米屋、豆腐屋、菓子

屋その他これらに類す

るもの（原動機を使用

する場合にあっては、

その出力の合計が０.

７５ｋＷ以下のものに

限る。） 

3 住宅で事務所、店舗そ

の他これらに類する用途

を兼ねるもの 

4 店舗、飲食店その他こ

れらに類する用途に供す

るもの 

5 学校（大学、高等専門

学校、専修学校及び各種

学校を除く。）、図書館

その他これらに類するも

の 

6 神社、寺院、教会その

他これらに類するもの 

7 老人ホーム、保育所、

身体障害者福祉ホームそ

の他これらに類するもの 

8 公衆浴場  

9 診療所 

10 病院 

11 老人福祉センター、児

童厚生施設その他これら

に類するもの 

12 自動車教習所 

13 畜舎 

14 マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場

その他これらに類するも

の 

15 カラオケボックスその

他これらに類するもの 

16 劇場、映画館、演芸場

又は観覧場 

17 キャバレー、料理店、

ナイトクラブ、ダンスホ

ールその他これらに類す

るもの 

18 自動車修理工場 

19 倉庫業を営む倉庫 

第５条の２第６項に規定

する認知症対応型老人共

同生活援助事業又は障害

者自立支援法（平成１７

年法律第１２３号）第５

条第１１項に規定する共

同生活介護若しくは同条

第１７項に規定する共同

生活援助の用に供するも

の） 

2 共同住宅 

3 店舗、飲食店その他こ

れらに類する用途に供す

るものでその用途に供す

る部分の床面積の合計が

１，５００㎡以内のもの

の用途に供するものを除

く。） 

4 事務所でその用途に供

する部分の床面積の合計

が１，５００㎡以内のも

の（３階以上の部分をそ

の用途に供するものを除

く。） 

5  診療所（住宅の用途を

兼ねるものを含む。） 

6 病院 

7 児童福祉施設等

8 巡査派出所、公衆電話

所その他これらに類する

公益上必要な建築物 

9 前各号の建築物に付属

するもの。ただし、自動

車車庫にあっては、当該

自動車車庫の床面積の合

計に同一敷地内にある建

築物に付属する自動車車

庫の用途に供する工作物

の築造面積（当該築造面

積が３００㎡以下である

場合には、その値を減じ

た値）を加えた値が 

議題第２６３号 
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建築物等の

用途の制限

(6) 学習塾、華道教室、

囲碁教室その他これら

に類する施設 

(7)  美術品又は工芸品を

制作するためのアトリ

エ又は工房（原動機を

使用する場合にあって

は、その出力の合計が 

０.７５ｋＷ以下のも

のに限る。） 

3 地区集会所又は診療所 

4 巡査派出所、公衆電話

所その他これらに類する

建築基準法第１３０条の

４で定める公益上必要な

建築物 

5  前各項の建築物に附す

るもの 

３，０００㎡（同一敷地

内にある建築物（自動車

車庫の用途に供する部分

を除く。）の延べ面積の

合計が３，０００㎡以下

の場合においては、当該

延べ面積の合計）を超え

るもの及び３階以上の部

分にあるものを除く。 

10 自動車車庫で床面積の

合計が３００㎡以内のも

の（３階以上の部分をそ

の用途に供するものを除

く。） 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

１８０㎡。ただし、地区

集会所又は巡査派出所、公

衆電話所その他これらに類

する公益上必要な建築物に

ついては、この限りでない

。 

８００㎡ 

１８０㎡。ただし、巡査

派出所、公衆電話所その他

これらに類する公益上必要

な建築物については、この

限りでない。 

壁面の位置

の制限    
― 

建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から計画図に

示す道路境界線又は都市公

園の境界線までの距離は、

１０ｍ以上とする。ただし

、次に掲げる建築物につい

ては、この限りでない。 

 1 自動車車庫又は自転車

駐車場 

 2 工場等に付属する守衛

室等で管理又は保安のた

めの用途に供する施設 

建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から敷地境界

線までの距離は、１ｍ以上

とする。 



「区域、地区の区分及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理 由 

都市計画法第２１条の２による都市計画の変更の提案を受け、土地利用を「生活利便施設」

に加えて「福祉施設」を誘導するものに変更し、隣接する良好な住宅地や産業施設との調和、

環境保全を図りながら、地域住民の生活利便性の向上を図るもの。 

地
区
整
備
計
画

建
築
物
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建築物等の

高さの最高

限度      

１０ｍ。ただし、軒の高

さは、７ｍ以下とする。 
― １５ｍ 

建築物等の

形態又は意

匠の制限  

 建築物の外壁又はこれに

代わる柱及び屋根の色は、

地区の環境に調和した落ち

着いたものとする。 

1 広告物又は看板類の表示は、自己の用に供するもの

に限るとともに、周辺の美観及び風致を損なわないも

のとする。 

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱及び屋根の色は、

周辺環境に調和したものとする。 

垣又はさく

の構造の制

限 

1 道路に面する側に設け

る場合は、次に掲げるも

のとする。 

(1) 生け垣 

(2) 透視可能なネットフ

ェンス等 

2 垣又はさくの高さは、

敷地地盤面から１ｍ以下

とする。ただし、１ｍを

 超える部分が生垣若し

くはネットフェンス等で

通風を十分に考慮したも

の又は門柱及び意匠上こ

れに付属する部分につい

ては、この限りでない。

3 門扉等は、開閉時に道

路に出ない構造とする。

1 道路に面する側に設ける場合は、次に掲げるものと

する。 

(1) 生け垣 

(2) 透視可能なネットフェンス等 

2 門扉等は、開閉時に道路に出ない構造とする。 

議題第２６３号 



舞ケ丘地区

（約 55.6ha）

北九州都市計画 舞ケ丘地区地区計画の変更（北九州市決定）

総括図 （S＝１ ／ ２５,０００）

２６３－１ 
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